
８　短期入所生活介護費

注 注 注 注 注 注 注 注 注 注 注 注

夜勤を行う職員
の勤務条件基
準を満たさない
場合

利用者の数及
び入所者の数の
合計数が入所
定員を超える場
合 又

は

介護・看護職員
の員数が基準に
満たない場合

常勤のユニット
リーダーをユ
ニット毎に配置
していない等ユ
ニットケアにおけ
る体制が未整備
である場合

共生型短期入
所生活介護を
行う場合

生活相談員配
置等加算

生活機能向上
連携加算

専従の機能訓
練指導員を配
置している場合

個別機能訓練
加算

看護体制加
算（Ⅰ）

看護体制加算
（Ⅱ）

看護体制加算
（Ⅲ）

看護体制加算
（Ⅳ）

医療連携強
化加算

夜勤職員配
置加算
（Ⅰ）・（Ⅱ）

夜勤職員配
置加算（Ⅲ）・
（Ⅳ）

認知症行動・
心理症状緊
急対応加算

若年性認知
症利用者受
入加算

利用者に対し
て送迎を行う
場合

緊急短期入
所受入加算

長期利用者
に対して短期
入所生活介
護を提供する
場合
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　：　「サービス提供体制強化加算」及び「介護職員処遇改善加算」は、支給限度額管理の対象外の算定項目

ト　介護職員処遇
　　改善加算

（１）　介護職員処遇改善加算（Ⅰ）
　　　　　　　（1月につき　＋所定単位×８３/1000）

注
所定単位は、イからヘまでにより算定した単位数の合計

（２）　介護職員処遇改善加算（Ⅱ）
　　　　　　　（1月につき　＋所定単位×６０/1000）

（３）　介護職員処遇改善加算（Ⅲ）
　　　　　　　　（1月につき　＋所定単位×３３/1000）

（４）　介護職員処遇改善加算（Ⅳ）
　　　　　　　　（1月につき　＋（３）の９０/100）

（５）　介護職員処遇改善加算（Ⅴ）
　　　　　　　　（1月につき　＋（３）の８０/100）

ホ　認知症専門ケア
　　加算

（１）　認知症専門ケア加算（Ⅰ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（１日につき　３単位を加算）

（２）　認知症専門ケア加算（Ⅱ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（１日につき　４単位を加算）

ヘ　サービス提供
　　体制強化加算

（１）　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）イ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（１日につき　１８単位を加算）

（２）　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）ロ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（１日につき　１２単位を加算）

（３）　サービス提供体制強化加算（Ⅱ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（１日につき　６単位を加算）

（４）　サービス提供体制強化加算（Ⅲ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（１日につき　６単位を加算）

ハ　療養食加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1回につき　８単位を加算（１日に３回を限度））

ニ　在宅中重度者
　　受入加算

（１）　看護体制加算（Ⅰ）又は（Ⅲ）を算定している場合
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（１日につき　421単位を加算）

（２）　看護体制加算（Ⅱ）又は（Ⅳ）を算定している場合
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（１日につき　417単位を加算）

（３）　（１）（２）いずれの看護体制加算も算定している場合
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（１日につき　413単位を加算）

（４）　看護体制加算を算定していない場合
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（１日につき　425単位を加算）

ロ　ユニット型短期
　　入所生活介護費
　　（1日につき）

（１）　単独型ユニット
　　　型短期入所生活
　　　介護費

（一）　単独型ユニット型
　　　短期入所生活
　　　介護費（Ⅰ）
　　　<ユニット型個室>

×９７／１００
１日につき
＋１８単位

１日につき
＋２０単位

（二）　単独型ユニット型
　　　短期入所生活
　　　介護費（Ⅱ）
　　　<ユニット型個室的
　　　多床室>

（２）　併設型ユニット
　　　型短期入所生活
　　　介護費

（一）　併設型ユニット型
　　　短期入所生活
　　　介護費（Ⅰ）
　　　<ユニット型個室>

（二）　併設型ユニット型
　　　短期入所生活
　　　介護費（Ⅱ）
　　　<ユニット型個室的
　　　多床室>

１日につき
＋１２０単位

片道につき
＋１８４単位

１日につき
＋９０単位
（７日間を

限度）

１日につき
ー３０単位

（二）　単独型短期入所
　　　生活介護費（Ⅱ）
　　　<多床室>

（２）　併設型短期
　　　入所生活介護費

（一）　併設型短期入所
　　　生活介護費（Ⅰ）
　　　<従来型個室>

指定短期入所
事業所が行う

場合
×９２/１００

１日につき
＋１３単位

（二)　併設型短期入所
　　　生活介護費（Ⅱ）
　　　<多床室>

１日につき

利用定員29
人以下

＋１２単位

利用定員30
人以上50人

以下
＋６単位

１日につき

利用定員29
人以下

＋２３単位

利用定員30
人以上50人

以下
＋１３単位

１日につき
＋５８単位

１日につき
＋１３単位

１日につき
＋１５単位

１日につき
＋２００単位
（７日間を限

度）

×７０／１００

１月につき
＋２００単位
※ただし、個

別機能訓練加
算を算定して
いる場合は、１
月につき＋１０

０単位

１日につき
＋１２単位

１日につき
＋５６単位

１日につき
＋４単位

１日につき
＋８単位

基本部分

注 注 注

イ　短期入所生活
　　介護費
　　（1日につき）

（１）　単独型短期
　　　入所生活介護費

（一）　単独型短期入所
　　　生活介護費（Ⅰ）
　　　＜従来型個室＞

×９７／１００ ×７０／１００

介護　8




